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　健
康・福
祉

結
婚
50
周
年
を
迎
え
る
ご
夫
婦

の
長
寿
を
お
祝
い
し
ま
す

該
当
さ
れ
る
方
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。

対
象
者　
平
成
27
年
９
月
１
日
現
在
で

３
カ
月
以
上
市
内
に
居
住
し
て
い
る

昭
和
39
年
９
月
２
日
か
ら
昭
和
40
年

９
月
１
日
に
婚
姻
の
届
出
を
さ
れ
た

方
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
籍
が
山
武
市
に
な
い
方
は
戸
籍
の

全
部
事
項
証
明
書
（
謄
本
）

・
通
帳
の
写
し
（
振
込
先
口
座
番
号
と

名
義
人
カ
ナ
氏
名
の
わ
か
る
も
の
）

申
請
期
限　
８
月
21
日
㈮

申
請
先　
高
齢
者
福
祉
課
・
出
張
所

祝　
金　
５
０
０
０
円

　
高
齢
者
福
祉
課　
　

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
２

あ
ん
と
ん
ね
ぇ
さ
～
in
山
武
市 

九
十
九
里
地
域
認
知
症
家
族
の
会

認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い
る
方

同
士
で
、
介
護
の
悩
み
や
困
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
？

日　
時　
７
月
14
日
㈫　
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

場　
所　
成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ
ザ

内　
容　
参
加
者
同
士
の
交
流
会
と
個

別
相
談

対　
象　
認
知
症
の
方（
疑
い
を
含
む
）

を
介
護
し
て
い
る
方

※
市
外
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

・
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
３

65
歳
以
上
の
方
に
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
に
、
本
人
負
担
１
割
（
一
定
以

上
所
得
者
は
平
成
27
年
８
月
か
ら
２

割
）
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。

65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
の
基
準
額

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
や

65
歳
以
上
の
方
の
人
口
の
見
込
み
な
ど

を
も
と
に
、
３
年
（
第
６
期
：
平
成
27

～
29
年
度
）
ご
と
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

※
詳
細
は
７
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
る
通

知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
高
齢
者
福
祉
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
１

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
が
変
わ
り
ま
す

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
（
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
判

定
以
上
）
を
対
象
と
し
た
医
療
費
助
成

制
度
で
す
。

平
成
27
年
８
月
１
日
か
ら
、
医
療
機

関
窓
口
で
受
給
券
を
提
示
し
、
一
定
の

自
己
負
担
金
を
支
払
う
制
度
（
現
物
給

付
）
に
変
わ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
受
給

券
を
忘
れ
た
場
合
や
県
外
の
医
療
機
関

を
利
用
し
た
場
合
は
、
従
来
通
り
市
役

所
へ
の
申
請
（
償
還
払
い
）
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
給
券
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
対
象
者
に
は
申
請
書
を
市
役
所

か
ら
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
65
歳
以
上
で
平
成
27
年
８
月
以
降
に

手
帳
が
交
付
さ
れ
た
方
は
、
制
度
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

　
社
会
福
祉
課　

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
１
４

献
血
に
ご
協
力
をお

願
い
し
ま
す

７
月
は「
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
」

月
間
で
す
。

よ
り
安
全
な
血
液
を
安
定
的
に
確
保

す
る
た
め
、
献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
献
血
実
施
日

　
　
７
月
９
日
㈭　

　
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
　
松
尾
Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
健
康
支
援
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
３

７月は
社会を明るくする運動

強調月間です

第65回社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～

　「社会を明るくする運動」は、犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、それぞれの立
場で力をあわせて、犯罪や非行のない
安全で安心な社会を築こうとする全国
的な運動で、今年で65回目を迎えます。
再犯防止や立ち直りの支援には、一部
の人たちだけでなく、地域社会の一人
ひとりの理解と協力が不可欠であり、
その支援の輪の拡大を目指すものです。
　山武市でも、７月の１カ月間、保護
司会や更生保護女性会などによる市内
での啓発活動を実施します。

　社会福祉課　☎0475（80）2612
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行政からの
お知らせ

information

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

更
新

山
武
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が

お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
中
旬
以

降
、
簡
易
書
留
で
順
次
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
会
社
の
健
康
保
険
等
に
加
入
し

た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
喪
失
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
、
会
社
の
健
康
保
険
証
、
印

鑑
を
お
持
ち
の
上
、
市
役
所
国
保
年
金

課
ま
た
は
各
出
張
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
国
保
年
金
課　

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
３

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
証

の
更
新
と
保
険
料
額
の
決
定

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
の
更
新

８
月
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
保
険
証

は
７
月
中
旬
以
降
、
簡
易
書
留
で
順
次

発
送
し
ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
額
の
決
定

平
成
27
年
度
の
保
険
料
率
は
昨
年
と

同
じ
料
率
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
額
と
納
付
方
法
は
、
７
月
中

旬
以
降
に
郵
便
で
各
被
保
険
者
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
か
ら
口
座

振
替
に
変
更
で
き
ま
す

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
方
は

納
付
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま

す
。
金
融
機
関
と
市
役
所
で
そ
れ
ぞ
れ

手
続
き
が
必
要
と
な
り
、
変
更
に
は
３

カ
月
以
上
か
か
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望

の
方
は
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。　

国
保
年
金
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
２

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

平
成
27
年
４
月
分
か
ら
平
成
28
年
３

月
分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月

額
１
万
５
５
９
０
円
で
す
。保
険
料
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書

に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン

ビ
ニ
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、
便
利

で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
強
制
徴

収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
を
行
い
、

指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が
無
い

場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
納
付
義
務
の
あ
る
方
（
※
）

の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。所

得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
さ
れ
る
制
度

や
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
役

所
国
保
年
金
課
ま
た
は
千
葉
年
金
事
務

所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
納
付
義
務
の
あ
る
方
…
被
保
険
者
本

人
、
そ
の
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主

　
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

　
　
国
保
年
金
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
２

子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
の

更
新

現
在
お
持
ち
の
子
ど
も
医
療
費
助
成

受
給
券
の
有
効
期
限
は
、
平
成
27
年
７

月
31
日
で
す
。
新
し
い
受
給
券
は
、
７

月
末
に
郵
送
予
定
で
す
。
な
お
、
申
請

時
に
登
録
し
た
内
容
（
保
護
者
お
よ
び

子
ど
も
の
氏
名
・
住
所
・
健
康
保
険
証

等
）
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
市
役
所

ま
た
は
各
出
張
所
で
変
更
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
子
ど
も
医
療
費
助
成
を
受
け
る
に
は

申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者　
０
歳
～
中
学
３
年
生
の
子
ど
も

自
己
負
担
額

・
通
院
１
回
・
入
院
１
日
に
つ
き
３
０

０
円

・
市
民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
方
ま
た
は
均
等
割
の
み
課
税
の
方

は
無
料

申
請
に
必
要
な
も
の　
印
鑑
、
保
護
者

と
お
子
さ
ん
の
保
険
者
証

※
平
成
27
年
1
月
1
日
に
山
武
市
に
住

所
が
な
か
っ
た
保
護
者
の
方
は
、
平

成
27
年
度
所
得
課
税
証
明
書
ま
た

は
、
非
課
税
証
明
書
（
均
等
割
・
所

得
割
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
子
育
て
支
援
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
３
１

高
校
生
等
の
医
療
費
助
成
制
度

の
登
録
は
お
済
で
す
か
？

市
で
は
、
子
育
て
支
援
体
制
充
実
強

化
の
た
め
高
校
生
等
医
療
費
助
成
制
度

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
、
18
歳
（
高
校
３
年
生
）
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
方
で
、就
学
し
て
い
る
お
子
さ
ん（
各

種
学
校
可
）
が
病
気
や
ケ
ガ
で
医
療
機

関
を
受
診
し
た
際
に
、
保
険
診
療
の
一

部
負
担
金
を
助
成
し
、
高
校
生
等
を
扶

育
教・
て
育
子
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養
し
て
い
る
保
護
者
の
負
担
の
軽
減
を

図
る
も
の
で
す
。

制
度
の
内
容
等　
高
校
生
等
が
通
院
・

入
院
や
薬
局
等
で
健
康
保
険
の
適
用

さ
れ
る
診
療
等
を
受
け
た
場
合
、
保

護
者
が
支
払
う
一
部
負
担
金
か
ら
高

校
生
等
医
療
負
担
金
（
３
０
０
円
ま

た
は
無
料
）
を
差
し
引
い
た
額
が
償

還
払
い
さ
れ
ま
す
。

※
健
康
保
険
の
対
象
で
な
い
も
の
（
健

康
診
断
・
予
防
接
種
・
差
額
ベ
ッ
ド

代
・
証
明
手
数
料
）
や
学
校
内
で
の

負
傷
等
・
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者

行
為
は
助
成
対
象
外
で
す
。

助
成
金
支
給
の
手
続
き

⑴
該
当
の
高
校
生
等
が
い
る
場
合
は
、

事
前
に
登
録
申
請
を
行
い
ま
す
。

⑵
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合
は
、
医

療
機
関
で
一
部
負
担
金
を
支
払
い
医

療
費
助
成
申
請
書
に
領
収
書
を
添
付

し
て
市
に
申
請
し
ま
す
。

※
高
校
生
医
療
費
助
成
登
録
に
は
、
学

生
証
の
写
し
、
保
護
者
と
本
人
の
健

康
保
険
証
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

⑶
市
は
助
成
申
請
書
の
審
査
を
行
い
償

還
払
い
し
ま
す
。

※
支
給
申
請
が
提
出
さ
て
れ
も
、
所
得

税
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
や
市

税
等
の
滞
納
が
あ
り
ま
す
と
助
成
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
子
育
て
支
援
課

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
３
１

農
地
の
違
反
転
用
は
、
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う

①　
農
地
法
の
許
可
を
受
け
ず
、
農
地

以
外
の
用
途
で
使
用
し
て
い
る
場
合

は
、
違
反
転
用
に
な
り
ま
す
。

②　
農
地
を
埋
め
立
て
る
場
合
も
、
届

出
ま
た
は
、
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

③　
違
反
転
用
し
た
業
者
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
土
地
所
有
者
（
地
主
）
に

も
厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

農
地
を
狙
っ
た
「
甘
い
誘
い
」
に
、

ご
注
意
く
だ
さ
い

【
例
】

事
業
者
「
お
宅
の
畑
を
貸
し
て
太
陽
光

発
電
を
や
り
ま
せ
ん
か
？
」

地
主　
「
い
い
で
す
よ
」

こ
の
よ
う
な
場
合
、
正
規
の
手
続
き

を
せ
ず
に
貸
し
て
し
ま
う
と
…
…

・
土
地
所
有
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

・
違
反
転
用
し
た
事
業
者
が
行
方
不
明

に
な
る
と
、
産
業
廃
棄
物
等
が
不
法

投
棄
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す

（
そ
の
際
は
、
土
地
所
有
者
が
撤
去

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。

※
転
用
の
計
画
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず

事
前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
４
１

ハ
チ
に
注
意

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
ハ
チ
の
活

動
が
活
発
に
な
る
季
節
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接
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門
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者
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の
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だ
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　現在、農業従事者の高齢化や担い手不足な
どにより、農地の遊休化が進んでおり、草等
で荒廃している農地が増えています。
　農地を適正に管理しないと、周辺農地に迷
惑をかけたり、不法投棄されたりすることが
あります。
　また、不法投棄されたごみ等の撤去費用は、
地主の負担になってしまうため、草刈り等を
して農地の保全・管理に努めるようにお願い
します。

　農業委員会事務局
☎0475（80）1241

産
　
業

農地の管理を
お願いします


